
東洋製罐株式会社仙台工場の公害防止に関する協定書 

 

昭和 54 年 3 月 27 日 

昭和 59 年 4 月 1 日 

平成 12 年 6 月 19 日 

平成 14 年 5 月 24 日 

 

宮城県、仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、七ヶ浜町及び利府町(以下伸」という。)

と東洋製罐株式会社(以下「乙」という。)とは、乙が仙台市宮城野区港二丁目 4 番 1 号に

設置している仙台工場 (以下「工場」という。)について、次のとおり公害防止に関する協

定を締結する。 

 

(目的) 

第 1 条 この協定は、工場の操業に伴う公害の発生を防止することにより、地域住民の健

康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。 

(事業者の責務) 

第 2 条 乙は、工場の操業に当たっては、この協定に定める規定を遵守するとともに、最

善の公害防止対策の実施に努める。 

(大気汚染防止対策) 

第 3 条 乙は、工場に設置するばい煙発生施設に係る大気汚染防止対策として、次の各号

に定める措置を講じる。 

(1)  ばい煙発生施設及び排出ガス量等は別表第 1 のとおりとすること。 

(2)  窒素酸化物及びホルムアルデヒドについては、別表第 2 に掲げる基準を遵守すること。 

(3)  燃料は、LPG を使用すること。 

(水質汚濁防止対策) 

第 4 条 乙は、水質汚染防止対策のため、工場から排出される排出水を、全量公共下水道

により処理する。 

(騒音・振動防止対策) 

第 5 条 乙は、工場から発生する騒音・振動を防止するための適切な対策を講じ、騒音に

ついては臨港道路ふ頭 5 号線北端において、また、振動については工場の北側敷地境界

線において、別表第 3 に掲げる基準を遵守する。 

(悪臭防止対策) 



第 6 条 乙は、煙突の排出口において、別表第 4 に掲げる基準を遵守する。 

(産業廃棄物対策) 

第 7 条 乙は、工場の操業に伴って生じる産業廃棄物について、再生利用等による減量化

に努めるとともに、二次公害の発生を防止するため、自らの責任において適正な処理を

行う。 

2  乙は、毎年度初めに、当該年度における産業廃棄物処理計画及び前年度における産業

廃棄物処理実績を甲に報告する。 

(関連企業に対する責務) 

第 8 条 乙は、乙以外の者が工場内で作業する場合にあっても、公害防止についてこの協

定に定める事項に準じた措置が講じられるように管理しなければならない。 

(測定及び報告) 

第 9 条 乙は、別に定める項目及び方法により硫黄酸化物排出量等公害防止対策に必要な

測定を自主的に行い、その測定結果を記録及び保存するとともに、定期的に甲に報告す

る。 

(公害発生時の措置等) 

第 10 条 乙は、工場の操業又は施設の故障、破損その他の事故により公害が発生したと

き、又はそのおそれがあると甲又は乙が判断したときは、直ちに操業の短縮又は停止、

住民への通報等必要な措置を講じ、及び発生原因の排除に努めるとともに、その状況を

甲に報告する。 

2  前項による公害が発生したときは、甲と乙は協力して調査を行い、その原因が乙の責

めによると認められるときは、乙は、誠意をもって損害の賠償等適切な措置を講じなけ

ればならない。 

(立入調査等) 

第 11 条 甲は、この協定の実施又は公害の防止のために必要な限度において、乙に対し、

公害防止のために必要な事項について報告を求め、又は甲の職員に工場内の立入調査を

させることができる。 

(施設の設置の協議等) 

第 12 条 乙は、公害防止施設及び公害の発生に関係ある主要施設の新設、増設又は変更

を行おうとするときは、事前に甲と協議し、その了解を得る。 

(環境等の整備) 

第 13 条 乙は、構内緑化を積極的に推進するとともに、砂じんの飛散防止について適切

な措置を講じる。 



(協力) 

第 14 条 乙は、この協定に定めるもののほか、甲が公害防止のために行う指導、調査、

研究その他の施策に協力する。 

(違反時の措置) 

第 15 条 乙がこの協定に定める事項に違反した場合は、甲は乙に対して必要な指示を行

い、乙はこれに従う。 

(確認書) 

第 16 条 この協定の実施に関し必要な事項については、確認書で定める。 

(その他) 

第 17 条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、この協定に定める事項を改

定しようとするとき、又は、この協定に定めのない事項について定める必要が生じたと

きは、その都度甲乙協議して定める。 

(効力発生期日) 

第 18 条 この協定は、平成１２年６月 19 日から効力を生じる。 

(協定の廃止) 

第 19 条 甲と乙が、昭和５９年３月２９日に締結した東洋製罐株式会社仙台工場の公害

防止に関する協定は廃止する。 

この協定を証するため、本書 8 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を所持する。 

 

甲 宮城県知事  

  仙台市長   

  塩竈市長   

  名取市長   

  多賀城市長  

  七ヶ浜町長  

  利府町長 

乙 東洋製罐株式会社 

  代表取締役社長  



別表第１（第３条関係） 

 ばい煙発生施設 

項目 

施設名 
煙突高 排出ガス量 排出温度 排出速度 

1 号乾燥炉 ２０ｍ 7,800 m3N/時 300℃～350℃ 16m/秒～18m/秒 

2 号乾燥炉 ２０ｍ 7,800 m3N/時 300℃～350℃ 16m/秒～18m/秒 

3 号乾燥炉 ２０ｍ 7,800 m3N/時 300℃～350℃ 16m/秒～18m/秒 

4 号乾燥炉 ２０ｍ 7,800 m3N/時 300℃～350℃ 16m/秒～18m/秒 

5 号乾燥炉 ２０ｍ 3,900 m3N/時 300℃～350℃ 8m/秒～9m/秒 

DI 1 号ボイラー １３ｍ 1,300 m3N/時 110℃ ２ m/秒 

DI 2 号ボイラー １３ｍ 680 m3N/時 210℃ １ m/秒 

DI 3 号ボイラー １４ｍ 1,300 m3N/時 210℃ ６ m/秒 

事務所 1号ボイラー １４ｍ 1,100 m3N/時 270℃ ２ m/秒 

事務所 2号ボイラー １４ｍ 1,300 m3N/時 270℃ ２ m/秒 

1 号冷温水発生機 １８ｍ 830 m3N/時 160℃ ５ m/秒 

2 号冷温水発生機 １８m 600 m3N/時 130℃ ４ m/秒 

3 号冷温水発生機 １０m 310 m3N/時 130℃ ２ m/秒 

4 号冷温水発生機 ２０m 650 m3N/時 120℃ ２ m/秒 

5 号冷温水発生機 ２０m 540 m3N/時 120℃ ２ m/秒 

6 号冷温水発生機 １８m 490 m3N/時 200℃ ４ m/秒 

7 号冷温水発生機 １８m 490 m3N/時 200℃ ４ m/秒 

 （注）数値は，最大能力時におけるものとする。第 2（第 3 条関係） 

 

別表第 2（第 3 条関係） 

１ 窒素酸化物排出基準 

施設名 協定値 換算酸素濃度 

1 号～5 号乾燥炉 最大 １００cm３ １６％ 

事務所ボイラー1 号，2 号 最大 １００cm３    ５％ 

1 号～7 号冷温水発生機 最大 １００cm３   ５％ 

  （注１） 窒素酸化物濃度の測定は，大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）に 

      定める方法又は日本工業規格に定める自動分析記録法によるものとする。 

   （注２） 窒素酸化物濃度は，０℃１気圧の状態に換算した排出ガス１ｍ３当たり                                 

      のものとする。 

   （注３） 窒素酸化物濃度については，次の式により酸素濃度による補正を行っ 

      た値とする。 

                                             ２１－Ｏｎ 

換算窒素酸化物濃度 ＝ Ｃｓ ×                   

２１－Ｏｓ 

                                      

         Ｃｓ：窒素酸化物の実測値（cm
３

/m
３

N ） 

         Ｏｎ：換算酸素濃度      （％） 

              Ｏｓ：排ガス中の酸素濃度（％） 



2 ホルムアルデヒド排出基準 

施設名 協定値 

1 号～5 号乾燥炉 最大 30ppm 

(注) 測定方法は、宮城県公害防止条例(昭和 46 年宮城県条例第 12 号)に定める方法とす

る。 

 

別表第 3(第 5 条関係) 

1  騒音の規制基準 

昼 間 

午前 8時から 

午後 7時まで 

 朝 午前 6時から 

   午前 8時まで 

 夕 午後 7時から 

    午後 10時まで 

夜 間 

午後 10時から 

翌日の午前 6時まで 

60dB(A)以下 55dB(A)以下 50dB(A)以下 

(注) 測定方法は、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)及び宮城県公害防止条例(昭和 46

年宮城県条例第 12 号)に定める方法とする。 

 

２  振動の規制基準 

昼 間 

午前 8時から 

午後 7時まで 

夜 間 

午後 7時から 

翌日の午前 8時まで 

65dB 以下 60dB 以下 

(注)  測定方法は、振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)及び宮城県公害防止条例(昭和 46

年宮城県(昭和 46 年宮城県条例第 12 号)に定める方法とする。 

 

別表第 4(第 6 条関係) 

悪臭の規制基準 

施設名 協定値 

1 号～5 号乾燥炉 臭気指数 30 

(注)  測定方法は、五点比較式臭袋法(昭和 58 年宮城県告示第 1364 号)に定める方法とす

る。 

 


